
平成１９年度関東農政局国営土地改良事業等再評価第三者委員会（第２回）議事録

－ 国営かんがい排水事業〔那珂川沿岸地区〕 －

１．日 時

平成１９年７月２３日（月） １５：４５～１７：４５

２．場 所

関東農政局 １１階 第１，２会議室

３．出席者

別紙のとおり

４．議 事

（１）挨拶〔廣瀬整備部長〕

（２）議事

①第三者委員会の答申に向けた討議

②その他

５．第三者委員会議事内容

事務局：それでは、ただいまから、平成19年度国営事業等再評価第２回の第三者委員会を開

催させて頂きます。

開催に先立ちまして、廣瀬整備部長からご挨拶をさせて頂きます。

整備部長：本日は、どうもお忙しい中、ご出席賜り、ありがとうございます。

再評価につきましては、８月の末に評価結果の公表を目指して作業を進めておるとこ

ろでございますが、この委員会につきましては、前回現地調査及び第１回委員会を開

催させて頂いたところでございます。本日は、前回頂きましたご意見に関しまして、

補足説明をさせて頂き、次回の第三者委員の評価ということに結びつけていくように

考えております。

皆様方の忌憚のないご意見を賜りますよう、よろしくお願い致します。

事務局：なお、本日の委員会ですけれども、前回のご意見を踏まえまして、傍聴者を募りま

したところ希望者なしということで、今日は傍聴者なしで進めさせて頂きます。

それでは、早速議事にいきますけれども、議事に移らせて頂く前に、同じく第１回

の委員会で幾つかのご意見を頂いた点がございましたので、これにつきまして農政局



から補足説明をさせて頂きたいと思います。それでは水利整備課長からお願い致しま

す。

水利整備課：「国営かんがい排水事業「那珂川沿岸」地区再評価説明資料」等の資料に基づ

き、第１回第三者委員会の補足説明。

事業計画課：「土地改良事業の新たな費用対効果分析について〔ポイント〕」資料に基づき、

第１回第三者委員会の補足説明。

事務局：以上が前回の委員会についての補足説明でございました。

それでは、これから第２回の委員会の議事に移らせて頂きたいと思います。以降の

議事の進行につきましては、浅井委員長にお願いしたいと思います。よろしくお願い

致します。

浅井委員長：それでは、議事に入ります前に、前回委員会での補足説明事項につきましてご

意見、あるいはご質問がございましたらお出し頂きたいと思います。

ただいまは、事業計画並びにその評価の方向につきまして、詳しくご説明頂きまし

たが、如何でしょう。

佐藤委員：よろしいですか。

浅井委員長：はいどうぞ。

佐藤委員：詳しいご説明を頂きまして、大体分かりました。

幾つか大きな柱があって、早期着水、それから幹線水路の短縮ですね。それから第

１機場の揚水量の減少、維持管理費ですね。それで、幹線水路の延長の短縮について

は、９７kmから６５kmと大きく減少になるということで、具体的な数字があったので

すけれども、早期着水については、何かうまく表現できるようなことはありませんで

しょうか、というのが１つ。

それから、第１機場は、現計画では大体４トン位ですけれども、新計画だと何トン

位になるのか、具体的な数字が少し分かるように。

浅井委員長：２番目の質問をもう少し詳しく。

佐藤委員：第１機場の取水量です。第１機場の取水量が最大４トンというのが現計画で、そ

れを減少させることができるというのが１つのポイントですけれども、具体的にどれ



位まで下げられるのでしょうかということです。

浅井委員長：如何でしょうか。

水利整備課：早期着水はこれからの調整です。柳河地区のように現地の中では近々立ち上げ

られるであろう地区もありますが、未だ変更計画もまだ承認されていませんので、多

くはこれからの調整ということになります。

それから、２点目に第１揚水機場の取水量ですが、一概に取水量何トンと言えない

のですが、面積的なものですと、先ほど画面に出したような感じで、縁取りしたとこ

ろが第１揚水機場をやめて既存の施設を使うところですので、ちょっとなかなか水計

算を今やっているところですので、完全に何トンということが言えないのですが、面

積的なもので何となくご理解を頂ければと思うのですけれども。

浅井委員長：どれ位減になるのですか。

事業所：今、事業所の方では試算しているのですが、第１揚水機場の元々の支配面積が約４，

９００ヘクタールございます。それが約半分になります。

浅井委員長：２，４００ヘクタール位ですね。

事業所：はい。ということは、１１０ｍの標高まで上げる水の量が半分になるということで

ございまして、元々第１揚水機場は最大で４トンですから、その約半分になります。

浅井委員長：２トン位になるということですね。

事業所：はい。細かいことは今計算中でございますので。

浅井委員長：よろしいでしょうか。

佐藤委員：我々のこの第三者委員会が、どのあたりまでの評価をするのかがちょっとよく分

からないのですけれども、その程度のと言いますか、あまりはっきりとした具体的な

数字がない状態で、それでも判断できればいいやということでよろしければ、面積だ

けでもいいですが、積極的に評価できるように、現時点でできる範囲で、なるべく明

確な数字を用意して頂きたいと思います。

浅井委員長：我々の委員会の時期が計画変更案がまとまった時点ではなく、まだ途中の段階



での評価ですので、その辺で明確な数字が出ていないのですが、それはやむを得ない

のではないかと思います。

他に如何でございましょうか。

佐藤委員：最終的には、経済的な効果とか、費用の削減の問題で、例えば幹線用水路のパイ

プラインが３０数 km 減少することによって、非常に大きなコストの削減が起こると

思うのですけれども、それも大体幾ら位という数字は、もちろんそのために別の工事

もしなければいけませんからプラスマイナスが出てくるでしょうけれども、大体どれ

位というようなのは、何か出ないものでしょうか。

水利整備課：その辺の数字は、まだ残念ながらお示しできる段階にはないというのが、正直

なところでございます。今関係機関といろいろと打合せ中でございますので、このあ

たりは我々としても非常に心苦しいところですが、金額の数字は控えたいと思います。

佐藤委員：そうですか。

藤原委員：新規に造る距離は減りましたが改修費の方が新築よりかかるというようなことは

ないという見通しですね。

水利整備課：はい。

藤原委員：改修の方が高くつくということが絶対ないということであれば、それはトータル

で少なく済むと判断してよいかと思いますが。

浅井委員長：それはあるかもしれませんね。現況のポンプ場が今度はまた復活するわけです

から。そのポンプ場の施設が、施設改修にどれ位かかるか、それとパイプラインの減

少分とがどういうふうに見合うかということだろうと思います。

ですから、その辺が現時点では、はっきりしないのが残念ですけれども、多くなる

か少なくなるか、トントンぐらいになるかちょっとよく分かりませんが。

水利整備課：その辺は、今度の新しい効果の考え方を話しておりますが、「総費用・総便益費」

というのがございます。今度の効果は、今後の改修費用と言いますか、将来の更新に

かかる工事費用も現在価値化して付加するということになっていますので、そのとき

にしっかりと反映することになります。

浅井委員長：そうですね。効果は効果でいいのですけれども、やはり問題は、農家負担にか



かる問題ですから、そのあたりが逆に高くなっているのでは、農家の納得はなかなか

得づらくなってくるということですね。

ですから、そのあたり、関係市町村がどう考えるかということにつながっていくと

思いますので。一応見通しとしては、トントンになるか、あるいは少し安くなるのか

という見通しぐらい立てて頂けると、我々は判断するのに役立つと思います。

如何ですか、そのあたりは。

事業所：今、事業所の方で作業をしております状況をお話ししますと、元々５，０００ヘク

タールの那珂川沿岸農業水利事業のために必要な水路であるとか、ポンプ場の建設費

用につきましては、当初予定した額を上回らないようにしてくれと地元から言われて

おりますし、そのようにできると考えております。

浅井委員長：ということは、当初計画したもの以上にはならないだろうと。

事業所：はい。事業の２つのパーツになります。１つは元々の５，０００ヘクタールと、新

たに追加された３，０００ヘクタールとありまして、元々の部分のために必要な費用

というのは、当初想定した水路とポンプ場の事業費を上回らない、下回るように致し

ます。

それと新たに追加された受益が３，８００ヘクタールありまして、そのために今既

にある施設が、頭首工が１カ所、ポンプ場が５カ所、水路があるのですが、その改修

費用につきましては、また別途かかりますけれども、それは改修費用でございますの

で造るほどお金はかかりません。それからまた別途かかる費用については、それほど

かかりません。地元からも、新しい事業が追加されて、新しい更新効果が発生するか

ら、多少は金がかかっても仕方がないのではないかという理解を得られています。

斉藤（秀）委員：聞き漏らしかもしれないのですが、要は、当初の事業よりも減った部分も

あるのだけれども、改良区も増えて従来の施設も使うから、それでかかる分もあった

と。だから、施設的にはプラスマイナスという話だと思うのですけれども、今所長か

らお話があったように、当初よりも受益地が増えているのですね。それを増えている

分を、要するに分母が変わったのでというふうに評価するのか、それはそうではなく、

当初の事業でかかる５，０００ヘクタールの分はこれで帳尻を合わせて、追加で出た

３，０００ヘクタールについてもまたそれはそれで帳尻を合わせるというふうなこと

なのか、もうそれこそ分母が変わりましたということなのかがちょっと分かりにくい

のですが、その辺はどうでしょうか。

事業所：今地元に我々が説明しています内容は、追加になった分と、元々あった分をごちゃ



ごちゃにしてはいけないと。そうしてしまうと、元々の計画に対して今の計画がどう

なのかという評価ができないので。元々の計画にあった水路の費用、ポンプ場の費用

については、それは増えないということで今のところ見通しは立っております。

新たに追加された３，８００ヘクタールの受益に対しては、お金は追加でかかりま

す。結果的には総額は増えています。それが実態でございまして、そこはそれで地元

には納得して頂けるのではないかと思います。

浅井委員長：ということですが、よろしいですか。

斉藤（秀）委員：総額が増えているから地元には納得できるということは、分母を同じにし

ているということですね。

整備部次長：元々あった計画部分と追加された計画部分とで、それぞれで独立的にその効果

に対して便益が加わって、効果が確保されているという理解でいいのでしょうね。

斉藤（秀）委員：多分、はっきり分けないと効果は出ないと思うのですが、最後の、結局総

トータルで受益者が増えているからと言った時点で、分母が一緒になってしまいます

ね。そこのところがちょっと分かりにくかったということです。

浅井委員長：新しく増えた３，０００ヘクタールというのは、左岸側の水路掛かりの水田地

もですか。

事業所：ええ、左岸側の水路もありますし、右岸側にもピンク色の表示の受益地がたくさん

あるのですが、その受益地に水を持っていくのは赤い表示の水路なのですが、そうい

う水路の改修費用だとか、ポンプ場の改修費用です。

浅井委員長：そうですね、その辺り評価が非常に難しくなりますね。受益地が変わらなけれ

ば、非常に対比はしやすいのですけれども、受益地が変わって、今まで受益地以外の

ものが入ってまいりますから、なかなか対比が難しいですね。

斉藤（秀）委員：今の説明だと、元々の５，０００ヘクタールの受益者は、従来のパイプラ

インの長いやつを想定して受益者を足していたのだけれども、それが軽減されたので

よかったですねと。ただし、新たにやる事業もあるので、それを５，０００ヘクター

ルの人たちが受益負担をするので帳尻は合ってプラマイゼロですよというので、結局

５，０００ヘクタールの人は、お金は同じなのだなと。

今度は３，０００ヘクタールの人は、全部について受益者負担を受けるのではなく



て、改修に対してはかかってもしようがないだろうなということで、改修に対しての

費用を取ると。

藤原委員：この事業は、線はつながるけれども費用としては、５，０００ヘクタールの事

業と３，０００ヘクタールの事業を分けて考えるということですか。

浅井委員長：いや、事業は分けて考えられないので。

事業は１つですけれども、旧の受益地の人は、旧の施設計画によって負担しなけれ

ばならなかった負担額。これと、今回の新しい計画で受益地も変わりました、それか

ら施設計画も変わりました、だけれども、その中でかかってくる負担額を比べてみる

と、そう大きな違いはなくて、むしろトントンか少なくなるのだと。そういうことだ

と理解してよろしいですか。

事業所：具体的な現場の作業を言いますと、まず５，０００ヘクタールの分につきましては、

水路延長が大きく減ります。従ってかなり減ります。ところが、改修費用ですね。新

しく３，０００ヘクタールの受益地のために、元々あった古い施設を改修します。改

修した施設も少し使わせてもらうので、その費用の一部は負担します。アロケーショ

ンです。そうするとまた、それは追加になります。減る分と追加する分があるのです

が、トータルするとやはり減っています、ということになります。

それと改修をする分については、３，０００ヘクタールのために改修するのですが、

３，０００ヘクタールの人たちが、全部持つのではなくて一部なのですね、５，００

０ヘクタールに持ってもらうので。３，０００ヘクタールの人達も一体的にやること

によって、自分たちも安く、本来の負担よりも安く改修事業ができます。

斉藤（秀）委員：そうすると例えば費用対効果の分析をするときに、５，０００ヘクタール

に対する分析と３，０００ヘクタールに関する分析は数字が違いますよね。元の数字

も違うし、それから整備する整備内容も違うし、金額も違うということですよね。そ

れぞれの負担金というか。

浅井委員長：効果の方は違いますね。

斉藤（秀）委員：だからそれは分けてやらないと、費用対効果が出ないということになり

ますね。

浅井委員長：費用対効果の話と地元の分担金の話とはまた違いますね。



佐藤委員：それは、１つの国営事業としてやらなければいけないというのが「総費用・総便

益費」で、一本でやらなければいけないけれども、内部的にはそういうことをちゃん

とやらないと、地元に対する説得ができない。

斉藤（秀）委員：結局は、３，０００ヘクタールの人は、負担金が違うということがあって

も、それはまとめて評価すればいいと。現実にはそういう違いがあると。

浅井委員長：そういうことですね。ですからいずれにしても、以前の受益地の方々の負担は、

この変更によって上がらない。そういうことですね。

ただ費用対効果の問題になりますと、これは計画変更した全体としての費用に対す

る効果との比較ということになります。ですから、これは計画変更が成立するかどう

かという判定に用いる１つの指標だと思います。

そういうことで、よろしゅうございますか。

佐藤委員：もうディスカッションに入っているのですか。

浅井委員長：いえまだです。ご説明に対する質疑です。再評価についてのディスカッション

は、これが終わってから入ります。

費用対効果の話が新しく出ましたが、それについて何かご意見ございますか。

斉藤（秀）委員：これは費用対効果のやり方がおかしいとここで言っても、いけないですよ

ね。こういうものが方針として出されたから、これからの費用対効果はこの方針でや

りますという説明ですよね。

浅井委員長：そうですね。

斉藤（秀）委員：事実関係で分からないことは質問してもいいけれども、何でこうなってい

るのと言っても、それは本省に言われているということですね。

浅井委員長：ただ、これはどうでしょうかというのはいいのではないでしょうか。

佐藤委員：一つだけ確認をしたいのですが、先ほどの新しい効果の算定のやり方で、更新の

ところの説明で、「なかりせば」これだけ便益が下がる、それから、やればこれだけ

増えるというやつで、増加分を２つに割って、現在の施設が持っている効果と追加分

の効果というふうに分けていますけれども、そのときには高い現在のところのレベル

を書いておいて、「なかりせば」こう下がるというのは、なにか時間的な違いがある



のですか。

事業計画課：佐藤先生の質問は何ページでしょうか。

佐藤委員：もうちょっと後ですね。

事業計画課：こちらでございますね（「土地改良事業の新たな費用対効果分析について〔ポ

イント〕」の７ページを示唆。）

佐藤委員：「なかりせば」下がるということですね。現在はあそこまであるわけだから、「な

かりせば」将来下がるということですよね。

事業計画課：そうですね。

佐藤委員：それと右側の３本のうちの一番右側にあるやつは、更新事業をやることによって

増加しますと。下がったところからやっているからいいのでしょうか。将来下がるこ

とと、現在も水平に持ってきていますね。

事業計画課：概念的には、「なかりせば」の下がっている分を引き続き維持しなければならな

いという、基本的に維持なのです。維持にその「ありせば」のプラスを足し込んだと

いうイメージの方が正しくご理解して頂けると思います。一旦下がったのだというの

は、模式的にはそう書いていますけれども、その下がるであろう分をどの位維持に努

めたかという部分を、今度計上することになりましたということです。

佐藤委員：そうすると、あまりそこのところの、右側の２つの仕分けというのは、あまりし

っかりとはやらないのですか。やるのですか。

事業計画課：あまり意味のないことで、要は、差が幾らであるかということさえ出ていれば

いいですね。概念的に、現在、例えばある事業の場合は、旧事業は３０年たっている

と。その状況からどれだけ更新事業をやって、元に戻すかということと、これまでの

状況をどれだけ維持するかということを模式的に書いただけであって、要は、差額だ

けを求めると。

佐藤委員：事業「ありせば」純益額というのが意味があるのですね。

事業計画課：はい。



浅井委員長：この問題で、「なかりせば」というものの中に、例えば小場江頭首工という施

設がありますが、小場江頭首工が現況のままであと何年かしたときに、洪水で被災し

たとします。そうしますとここで水がストップするわけですから、取水していた農地

というのは何カ月間か被害を受けるわけですね。その被害額というのは莫大なものだ

と思います。

ですから、そういうのを「なかりせば」効果の中に、私は組み込むべきではないか

というふうに思うのですが、今回は、それは入れられていないわけですね。

事業計画課： 確かにご指摘のとおり、小場江堰についても、仮に何年後かあるいは集中豪雨

で転倒した場合こんな被害が将来起きるであろうというようなシミュレーションは、

想定であろうかと思います。それを今般この計画変更の中で、具体に手続の中で盛り

込んでいけるかというのは、これから本省とも相談していく部分であろうかと思いま

す。 

浅井委員長：そうですね。小場江堰で例を挙げましたが、小場江堰の改修の必要性の有無と

いうのは、やはりそういうものを勘案して、これは改修しなければいけない、あるい

は改修の必要はないという判断を下すのですね。ですから、やはりそういうものを参

考にしながらということであれば、私は説得力があるのではないかというふうに思い

ます。結局現況で、「何年ぐらいで機能不能に陥るか」という判断だと思います。そ

れは、私はできないことはないと思います。そういうものが取り入れられると、非常

に効果そのものが上がってくるのではないかということを期待しているのですけれど

も、これは我々委員会とまた別の話でございます。

佐藤委員：洪水の方は確率的に起こるので、被災も確率的に起こりますから、起こったとき

の被害額と確率との掛け算で、最終的には、どこまでそれが手続として難しいかとい

う問題があるかと思います。確実に起こるのだったら、絶対に直しますので。

浅井委員長：そうですね。

藤原委員：そういう意味では、機能向上による効果もここに含まれるのですね、シミュレー

ションで。 

事業計画課：そうですね。「なかりせば」のシミュレーションと、「ありせば」で上がる分の

シミュレーションと、２通り行うことになると思います。

藤原委員：将来に対して、貴重な水になるかもしれないし。



浅井委員長：一番簡単なのは、例えばゲート１つを取りましても、ゲートの耐用年数が例え

ば２０年だというふうに統計的なデータが取れていれば、それに対して１０年たった

と、あと１０年で耐用年数が来ますということになれば、更新することによって、そ

の効果が算定できるということですね。ですから、そういうふうな手法そのものが必

要になってくるのではないかと思います。

これは、技術的な問題だと思いますので、またこの委員会とは別ですけれども、機

会がありましたら、検討して頂ければと思います。

他に如何でございますか。

斎藤（和）委員：新たな効果体系のところで、農業の持続的発展に関する効果とか、多面的

機能の発揮に関する効果、都市・農村交流促進効果とか、この辺のことについてお聞

きしたいのですけれども、地元の現況を見ていると、今の農家の方たちの年齢は多分

７０代位の方々が中心に今なっていると思うのですね。

茨城県の農業後継者問題の委員会などに出ていても、新規の後継者が１年に１０人

出ましたとか、そういう感じで、ほとんど後継者のことは期待できないかなという感

じで、それを見ていると、こういういろいろな効果がどの程度期待できるのかと、お

聞きしながら不安を感じていたのですけれども。

それと都市・農村交流についてもですが、農業公園とかビオトープに関してなので

すけれども、こういう施設をどういうふうに利用されていこうというビジョンをお考

えでいるのでしょうか。できてから、農業公園をまた管理するランニングコストとか、

そういうことについて、効果がどういうふうに得られるのかが気になったのですけれ

ども。

浅井委員長：これは３ページのところですか。

斎藤（和）委員：まず４ページとか、８ページのトラベルコスト法とかその辺の中で、もし

こういう効果が得られるのかどうかを考えた場合に、その辺がちょっと。一つは農業

後継者の問題ですね。

浅井委員長：マイナス効果があるのではないかということですか。

斎藤（和）委員：そうですね、何かちょっと。

整備部長：効果を現実に見られるのかということではないですか。 

斎藤（和）委員：ですから、せっかくの農業公園の計画とかを見ると、周りの休耕地も増え



ている状況で、どう管理されるかという、その辺をお考えになって計画しているとは

思うのですけれども。

浅井委員長：如何ですか。

事業計画課：例えば１点目の高齢化に関してですけれども、今回那珂川の事業によって新た

に投資をすると、より収益性の高い農業を要望していくと、その結果、地域の農業は

どう変わっていくのかということであると思います。

恐らく全く投資しない状況であると、高齢化がどんどん増えていって、耕作放棄地

も増えていくという形になって、最終的にどれぐらい高齢化が止むかということは

我々はシミュレーションしておりませんけれども、しかしながら、基本的には地域の

農業をより所得の多い農業を目指して、高齢化にもそれなりに効果があるものにして、

こういう効果がいろいろ書いてありますが、都市農村だとかですね、そういう効果も

出るような地域にしていきたいということが我々の計画段階でございます。

あと農村公園のランニングコスト、確かにあらゆる施設を造る限りにおいては、ラ

ンニングコストがかかってくると。当然そういうランニングコストがどこまでかかる

かということは今の時点では、どういう施設でどういう形でという各論では説明申し

上げられませんけれども、施設がある限りにおいては、ランニングコストがかかって

くる。そういうところも加味して、効果を算定していかなければいけないというふう

に思っております。

事業所：地元で現在ある現象として事実を申し上げますと、確かに茨城県は耕作放棄地が結

構たくさんあります。しかしながら、統計をとってみますと整備された、ほ場整備や

ら畑地帯総合農地整備事業をやった所は極端に少なくて、全体の０．２％か０．３％

と、耕作放棄地が小さいです。

この事業の場合は、国営事業で川から水を地域まで持っていくと、そうするとセッ

トで実施する付帯県営事業の中で、例えば畑の整備、田んぼの整備をやります。そう

すると付帯県営事業の効果が非常に大きくて、そこで区画整理がなされますので、耕

作放棄地が極端に少なくなる。

区画整理がなされると、実態的には高齢化した農家の人が、少なくとも貸し借りが

できるようになるということで、担い手への農地の利用集積が成されます。農家人口

は減っていても、耕作放棄地は増えないという現象になると思います。実態的に、事

業の受益地域を見ても農家人口は減っているのですが、いわゆる担い手と呼ばれる人

は増えています。わずかではありますけれども、この１０年間ほどで見ますと。

整備部次長：さっきの「ありせば」、「なかりせば」の中で効果を別の形で説明しますと、



先ほど事業所が説明しました貸し借りをするためには、最低限の施設の状況がなくて

はならない。現況ではどんどん老朽化しています。ですから、最初にやった施設の機

能を保持していないと、どんどん悪くなって誰かに貸します、と言っても借りてくれ

る人がいないのですね。だからそれが、現況施設が保有している効果の水準まで持っ

ていくというのがまず１つあって。

もう一つは若い人にやってもらいましょうと勧められるほどの水使いの勝手のいい、

そういう機能向上的なものがあります。どんどん水使いが良くなるから、どんどん新

しい作物を導入して、どんどんできますよというのが、今度は機能向上という形で、

じゃあ儲かるかもしれないならやりましょうという、そういったところで、さっきの

説明にも関連してくるところもあると思います。

事業所：この前現地調査のときにイチゴハウスの現場に行きましたが、あそこは実は、９０

ヘクタール程あるのですが、昔は、この計画変更の話が持ち上がる前は、畑のほ場整

備も、水がいつ来るか分からないからもう止めようかと、全然機運が盛り上がらなか

ったのですが、この計画変更で小場江堰頭首工、小場江幹線水路を使えば、ダムが完

成すればすぐ水が来ると、もう再来年に水が来るからあなた方使えるよという話をし

たら、じゃあもう一遍考え直そうかということで、畑地帯総合整備事業の設立の準備

委員会が今年の３月に立ち上がったということでございまして、早期着水というのを

地元にアピールしていけば、じゃあほ場整備をやろうかという話が持ち上がって、ほ

場整備をやれば当然農地の貸し借りができるようになりますので、耕作放棄地も減る

という現象が出てくると思います。

斉藤（秀）委員：多分、いわゆる景観保全効果とか、新しくできた都市農村交流効果という

のは、ＣＶＭとかトラベルコスト法でやるのだけれど、これはかなり難しいと思いま

す、どういう指標にするか。マイナスに出る可能性も当然あるし。

それとお得意だから足したのだと思うけれども、耕作放棄地防止効果とか、農業労

働改善効果というのは確かに出ると思います。今、仰ったようにですね。ベースをよ

くすれば貸し借りができるとか、耕作放棄地が減る。だから、そこの部分は多分何ら

かの形でやはり出ると思うし、「ありせば」、「なかりせば」というところは評価で

きると思います。

景観環境と都市交流は、これは難しいと思います。生態系とか入ってないのは、全

然できないから評価項目から取ってあるのだろうなと思って、もう見ませんけれども、

かなりここの景観環境と都市交流のところは難しいと思います。

事業所：これも現場の話なのですが、農村・都市交流の話につきましては、ダムの堤体下流

に公園を造るという話になっています。昔は、ものすごい構想図を書いてやっており



ました。最近だんだん地元の市町村は、あまりに立派なものを造ったら後々管理費が

かかるので、なるべく簡単なものにしてくれという話がありました。我々もあまり立

派なものは、造らない方がいいよというふうに県の方には言っております。

でも地元の方は、例えば芝生をはって、芝桜を植えて、あと梅を植える。それだけ

でも人が来るのだからそれ位でいいと。管理費がかからないようにするために、今地

元で持ち上がっているのは、行政全部におんぶに抱っこと言っても行政もできないだ

ろうから、地元住民が、自分たちがですね、団体、ＮＰＯみたいなものを作ろうかと

いう話も地元の方では実際に持ち上がっております。今までダム建設に対する、ダム

建設対策協議会という協議会があったのですが、その協議会が名前も変えて活動内容

も変えて、ダムを利用した地域振興とか、地域活性化のための検討協議会を作ろうじ

ゃないか、という話が今持ち上がっております。

なるべくそこに住んでいる地域住民の力を借りて、住民の人たちの労働力である程

度管理するということにすれば、行政の費用は少なくて、割と安い費用で管理ができ

るのではないかと。管理費も安くなるので、効果もそうたくさんは出ませんけれども、

それなりに出るのではないかと想定しています。

浅井委員長：ありがとうございました。時間が大分押しておりますので、今の費用対効果の

問題につきましては、今年の３月に新しく制定された案でございますから、今後これ

を適用されていく間に、問題点などもいろいろ出てきて、徐々に改良されていくのだ

というふうに思います。

そういうことでございますので、議事に入らせてい頂きたいと思います。よろしゅ

うございますか。それでは議事次第に従いまして、議事を進めて参ります。

資料に添付されております再評価案について、前回の委員会で、空欄となっていた

関係団体の意見、それから評価項目の取りまとめにつきまして、進藤課長よりご説明

をお願い致します。

水利整備課：それでは、国営那珂川沿岸土地改良事業の再評価案についての資料で、ご説明

申し上げますが、関係団体の意見の前に、前回の委員会でご意見が１点ございました。

これは３ページ目になりますが、費用対効果の部分でございますが、費用対効果が新

しい計画なのか今の計画なのか分からないということでございましたので、第２段落

目でございますが、なお以下のところ、「現計画の事業効果は」ということで、修正し

てございますので、まず報告したいと思います。

次に関係団体の意向でございます。４ページ目に、関係団体の意向をまとめてござ

います。

（「国営那珂川沿岸土地改良事業の再評価（案）」、「那珂川沿岸地区 関係団体の意

見」等の資料を基に、関係団体の意見及び評価項目のまとめについて説明。）



浅井委員長：ありがとうございました。それでは、討議を行いたいと思います。

答申につきましては、第三者委員会の意見について取りまとめることになりますの

で、事業実施の意義、必要性、事業実施のあり方といった視点に立ってご意見を頂け 
れば幸いでございます。

斉藤（秀）委員：今の４ページの所の関係団体の意向ですが、（３）の那珂川沿岸土地改良

区の所の下から２行目なのですけれども、「地元要請や農業情勢の変化を踏まえた受

益面積の見直し」をしてくれと言っているということですか。これをすると時系列的

にどうなるかですけれども、新たにまださらに受益面積を検討してくれと言っている

のか、今回受益面積が検討されたので、これは要望を踏まえて、済みましたよという

ことなのか。

ここに書いてしまうと、今現段階で受益面積を検討してくれという要望があるとい

うふうにとってしまうと、これが進行形で、時系列的には計画変更がされていないか

ら、これで時系列的にいいのか。そこがまず１点です。

それから、もう１点は、割と簡単ですが、下の評価項目のまとめのところで、本地

域では市町村、農家代表、茨城県の１２団体ですけれども、市町村では地域住民の意

見を聞いて、例えば土地改良区の意見を聞いてとか、茨城県では地域関係者の理解を

得ろと書いてあるので、これは農家代表を先に持ってきて、市町村、茨城県というふ

うに並べた方が良くて、真ん中にこれが入っているのがちょっと変かなと。

浅井委員長：それでは最初の受益面積の件はどうでしょうか。これは、現在の新しく入れた

部分を言っているわけですね。

水利整備課：受益面積については、今、正式に確定はしていませんが、地元とはもう調整が

とれているというふうに理解しております。

整備部長：今、計画変更前だから、これを受けて計画変更にそれを折り込むと、折り込んで

下さいという意味なので、タイミング的には問題ないと。

斉藤（秀）委員：問題ないのですね。それを確認したかったので。

水利整備課：それから、２点目ですが、営農ビジョンは今あくまでも市町村主体で作ってい

るということで理解していまして、私はこの順番かなと思っておりますが。

斉藤（秀）委員：分かりました。



浅井委員長：他にどうでしょうか。

佐藤委員：３点申し上げたいと思います。

１点目は、今回計画変更につながる議論をしているわけですけれども、そのことに

よって先ほど従来の５，０００ヘクタール分について、事業費は増えないという言い

方をされましたけれども、実は、ダムの建設費だけでもう既に予定よりかなりオーバ

ーしているのですよね。それで、もうそれは我々としては関知できないというか、今

ではダムの建設費の増加は何ともしようがないので、今我々ができることは、どうい

うふうに事業計画をうまくやって、経費を削減するかという問題なのです。

それで、実は、さっきから増えないというような、割合消極的なと言いますか、積

極的でない意見交換の仕方をしていますが、実はそうではなくて、ダムの事業費の増

加分をカバーしてなお余りある効果が、今回のこのような水路系統、用水系統の変更

によって生まれてくるというのが重要なわけです。

そこで、再評価案の書き方としてはそれでいいのか、その点を１つ、検討と言いま

すか、配慮して欲しいと思います。

というのは、この前も言いましたけれども、今回のように既存の用水を合体して国

営事業をやることによって、非常に大きな効果が出るわけです。それをダムの方で費

用が増加した分と相殺されて、あまり大したことがないような効果だというふうに評

価されたくないと私は思うのです。

今回の事業計画の変更というのは、非常に大きな効果があるわけです。その効果が

あるということは、ダムの事業費の増加分として相殺されたくない、相殺すべきでは

ない。しかもそれは我々がこの事業計画の変更だけの評価をすべき立場にいるわけで、

その点は十分に理解して欲しい、それが分かるように表現して欲しいというふうに思

います。

それから、それと多少関係するのですけれども、これはもう事業所の方で十分に検

討されていると思いますけれども、第１機場は１１０ｍという非常に大きな揚程を持

っていますけれども、最終的な受益地の標高は、全部がそんなに高くまで揚げる必要

はないわけです。ですから、どうしても１１０ｍまで揚げなければいけないものは、

ブースターポンプか何か付けてやらなければいけないでしょうけれども、第１段のポ

ンプは例えば５０ｍ位にして、そしてその後にブースターで一部のものについてトー

タルとして１１０ｍ上がるようなものにするというような、技術的にできる限り合理

性を追及することを考えて頂きたいというふうに思います。それが２点目です。

３点目なのですけれども、先ほど効果として３つ挙げられましたけれども、もう１

つ私は今回非常に重要な４番目の効果として挙げるべきだと思うのは、今回のことに

よって、那珂川沿岸の全部が１つの事業の中に組み込まれるわけですね。これまでの

農業水利事業の大きな問題点、例えば鬼怒川なんかもそうですけれども、事業が違う、



土地改良区が違うと、これは対立的な関係になるのです。ですから場合によっては今

までの事業計画だと、ダムから放流した水が第１機場に到達する前に小場江堰を通り

ますので、水不足のときに小場江堰に全部取られてしまうという可能性があるわけで

す。つまり事業計画あるいは土地改良区が別々であることによって、１つの那珂川と

いう川の水管理体系の中に対立的な要素がどうしても入り込んでくる。今回のことに

よって、それを解消することができるというのは非常に大きな効果なのですね。

ですから、それはどこかにチラッと書いてありましたけれども、それは経済効果と

してどういうふうに読めるかは別にしまして、金銭に換算できない効果というのがあ

っても構わないわけで、その点は非常に大きな効果として主張するべきだというふう

に思います。

それに関連して、計画技術的には、当然従来のそれぞれの水利が持っている歴史、

あるいは土壌条件などがあって、それぞれの水利権というのがもちろん尊重されなけ

ればいけませんけれども、非常に重要な点は、厳しい干ばつが起こったときに、過去

の水利権を、俺たちは多く持っていたのだからと言って、囲い込むようなことをせず

に、どこにも被害が起きないように調整する互譲の機運がこの中で生まれるだろうと

いうことです。

ですから、通常時の水利権の取扱いという問題と、極めて厳しい干ばつ状況が起き

たときのお互いの対立から協力へという動き、干ばつのときの問題ですね、取扱いと

いうのは、そういった問題として分けて考える必要があるということです。

浅井委員長：今のご意見は、第三者委員の意見の中にそういうことを含めてもらいたいとい

うことですね。

佐藤委員：ええ。どういう形式かはよく分かりませんが。

浅井委員長：第三者委員の意見は、予定枠をご覧になったら分かりますように、そう何行も

書けないのですね。

整備部長：そこは文量を多くしても構いません。

浅井委員長：従来あまり書いていないですね。行数をたくさん使っていないと思います。で

すから、そういう短い行数の中に、こういう意味のことを含めてもらいたいというご

意見だというふうに私は受け取りましたけれども、それでよろしゅうございますか。

佐藤委員：はいそうですね。今回の評価というのは、この事業だけに関わらないのです。日

本全国のあちこちの水利事業に、これは参考にするべきです。 



浅井委員長：その中で一つ気になったのは、第１機場の１００ｍの揚程というのは、これは

原案が１００ｍであって、新しい計画変更後の案は、もう少し揚程が低くなるのでは

ないですか。違いますか。私はそういうふうに思っていたのですが。

事業所：現場の方で回答します。元々の揚程は全揚程でいきますと、１３０ｍ近くあるので

す。というのは、元々吐水槽の標高が１１０ｍほどありまして、それでちょっと技術

的な話になるのですが、送水損失が２０ｍほどあったのです。

ところが今は１１５ｍというのは、吐水槽の位置をなるべく下げようということで

下げました。５ｍしか下がらなかったのですが、１０５ｍまで下げました。それと、

同じ口径のパイプを使って少ない量の水を揚げますので、流速が少ない、摩擦が少な

いと、送水損失が半部になります。１０５ｍに１０ｍを足して、１１５ｍということ

で、元々は１３０ｍから１１５ｍまで、２０ｍ、揚程、ポンプのですね、揚程自体も

下がっています。

佐藤委員：実揚程はあまり変わらないのですね。総揚程はロス分を減らすことができるから、

少々下がるけれども、つまり受益地の高さは変わらないので、実揚程は変わらないで

すよね。

事業所：そうです。

浅井委員長：なるほど。それを佐藤先生の意見では、分散したらどうかというお話ですけれ

ども、これはもうパイプはできあがっているのですか。

事業所：まだできあがっていません。

浅井委員長：これからですか。

事業所：ええ。できあがっているものも一部ありますけれども、大部分はこれからです。維

持管理費の節減の話は、まずは分散しました。半分位は揚程百何十ｍという施設から、

何十ｍの施設に分散変更しました。残った半分についても揚程は下がっているという

ことです。

それと今先生が仰られた３点について、現場の方からお答えしますと、後々、土地

改良区間の渇水時の内部対立が協調関係になると、実は、県の方が非常に強く期待し

ておりまして、今まではいわゆる内部の水争いの調整をやっておったのですが、そう

いうことがもう一切なくなる可能性があると言っておりました。ということで、この

関係団体の意向の中で、茨城県の意見の下から２行目、「那珂川流域の一元的な水管



理システムを構築」というのはその話です。そういうものができるのだと。これは地

元としては、金には換算できないけれども、相当大きな効果であるというふうに県も

地元も言っております。

それと、私の説明の中で誤解を与えたのですが、５，０００ヘクタール分について

は全体の事業費は増えないと私はお話したのですが、計画変更の水路系の話をずっと

しておりましたのでその中での話としてでして、水路系については必ず減るというこ

とは確認できているのですが、ダムの増分までカバーできるかというのはちょっと確

認はできていないのです。

佐藤委員：とにかく、少なくともそれは切り離して頂きたい。計画変更全体の中で一本にし

てしまうと、いい計画変更をやっても、評価をされなくなってしまうので。

浅井委員長：それははっきり書いておかないと、誤解を招きますね。ダムの経費増というの

は、これは水路系統の変更と関係ない話ですから、これは切り離さないといけないと

思いますし、それからこの機場の話は、佐藤先生が仰ったようなことでは処理はでき

ないということですね。

事業所：第１段階、第２段階という。

浅井委員長：ですから、高いものと低いものと分けて、そして揚程の低いポンプと高いポン

プとを据えて、別々に揚水するというふうな、そういう提案でしょう。先生、違いま

すか。

佐藤先生：そうですね。はい。本当に１１０ｍまで揚げなければいけないものは揚げなけ

ればいけないけれど、そうでないものは１１０ｍまで揚げてからエネルギーを落と 
すなんてことはしないで済むように。

浅井委員長：それはどうですか。

佐藤委員：技術的にできればですね。 

事業所：実はそれにつきましても、地元の方からそういう方法もあるのではないか、検討し

ろというふうに今言われておりまして、今勉強している最中でございます。

今のところ、結論が出ていない状況の中では、計画変更の中に盛り込むことはでき

ませんので、とりあえずは１１０ｍまで一気に揚げることにしておいて、実施の段階

の議論として、もう一回再検討しますというのは、地元にも今話をしている最中です。



浅井委員長：第三者委員会の意見の中に、そういうふうなニュアンスのことを入れるかどう

か。検討をしてもらいたいということを入れるかどうかだと思います。

他に如何でございましょうか。

佐藤委員：一つよろしいですか。

浅井委員長：はいどうぞ。

佐藤委員：関係団体の意向のところに、既存の６土地改良区というのが入ってくる余地はな

いでしょうか。我々も入れてほしいという、文章があってもいいかなと思ったのです

が。 

浅井委員長：どこですか。

佐藤委員：関係団体の意向のところにあるのは、茨城県と関係市町村と那珂川沿岸ですね。

那珂川沿岸というのは、この事業の受益団体ですよね。その他に、既存の土地改良区、

小場江堰を含めた土地改良区が、どこかに入った方がいいのではないでしょうか。

浅井委員長：那珂川沿岸の中に入っていないのですか。

佐藤委員：今は入っていないです。

事業所：地元の方に、意見を出した市町村に聞いてみましたら、今正式に那珂川沿岸の受益

地になっていないので、それのことを公式には書けないというので、それで土地改良

区等の要請を、関係団体の意向と、その関係団体って何だと。その中に６土地改良区

も入っているのだと。 

水利整備課：例えば、ひたちなか市をお読み頂ければ、「農家及び関係土地改良区等の要請も

踏まえ」というようなことで、若干記載されていると。

事業所：市町村によって少しずつニュアンスは違うのですが、具体例を挙げていませんが６

土地改良区を指している言葉は、全部入っているようですね。

一応、我々はあくまでも、この再評価は元々のベースは、現計画の５，０００ヘク

タール計画案を評価するというスタイルをとっていますので、６土地改良区は公式に

なかなか挙げにくいということがあります。



佐藤委員：関係市町村を通じて伺うと。

事業所：はい。

浅井委員長：よろしゅうございますか。

佐藤委員：分かりました。

浅井委員長：それから評価のとりまとめのところで、「て、に、を、は」の問題ですけれど

も、ところである、ところである、ところであると、３カ所出てきます。文章表現を

ちょっと考えてみてください。

水利整備課：そこは修正したいと思います。

浅井委員長：時間が大分オーバーしているのですが、他に如何でございますか。

安藤委員：再評価案の１ページ目の「社会経済情勢の変化」のところです。こちらの再評価

の説明資料で言うと７ページのところの記述です。専兼別農家数で専業農家が増えて

いるから担い手が増えていると書かれていますが、一口に専業農家といっても、若手

で頑張ってくれるような、ある年齢階層以下の男子がいる農家と、そういう男子がい

ない高齢専業農家とがあり、後者の方が多いケースが随分あります。専業農家の増加

をもって担い手が増加していると言うことはできないということです。ここのところ

は修正を求めたいと思います。

事業計画課：誤解を招くこともありますので、この表現については修正させて下さい。

安藤委員：農水省は主業農家（「基幹的農業従事者：主として農業に従事した世帯員のうち仕

事が主の人」）という区分を統計に入れたはずですので、本来であればそちらを使って

頂ければと思います。もっとも、この問題は事業評価の根幹に関わるような話ではあ

りません。それでももしここの部分だけを読んでおかしいなと思う人もいるかもしれ

ませんので、とりあえず農業経済を専門とする委員として加わっている以上、そのま

まにしておくのはまずいかなと思い申し述べただけです。

浅井委員長：そういうことで、よろしくお願い致します。

他は如何でございますか。よろしゅうございますか。もしございませんようでした

ら、この会は閉めたいと思いますが、よろしゅうございますか。



本日討議しました内容を集約した形が、次回の第三者委員の委員会で農政局の事

業管理委員会に提出する答申となるわけでございますが、この答申につきましては、

私の方で、答申案を作成いたしまして、その後、次回の委員会までに委員の皆様に確

認を取るという進め方で参りたいと思いますが、如何でございましょうか。よろしゅ

うございますか。

各委員：同意

浅井委員長：皆様お忙しい方々ですので、連絡に際しましては、農政局の協力をお願いした

いと思います。

事務局：事務局といたしましても、ただいま委員長からありましたとおり、委員長がまとめ

た答申案を委員の皆様方に一度ご確認して頂きまして、次回の委員会に臨みたいと思

っております。

浅井委員長：委員の皆様それでよろしゅうございますか。

各委員：同意

浅井委員長：ありがとうございました。

本日の審議内容につきましては、事務局で議事録及びその概要を作成願いまして、委

員の皆さんに確認を頂いた上で、公表されますようお願いいたします。

他に事務局から連絡事項、ございましたらお願いいたします。

事務局：今、お話がありました議事録、それから概要なのですけれども、概要はこの後すぐ、

また皆様にご確認頂きたいと思いますので、少々お時間を頂きたいと思います。議事

録につきましては、追って明日以降、また確認をさせて頂きたいと思います。

それから、次回の第三者委員会でございますが、前回と同様に、ここで８月の２日、

１５時半からということで、よろしくお願いいたします

浅井委員長：ありがとうございました。以上をもちまして、本日予定しておりました議事

は全て終了いたしました。それでは議事進行を事務局にお返しいたします。

事務局：本日はお忙しい中、また入れ替わりの段取りも悪く時間が掛かってしまいました

が、ありがとうございました。またいろいろな意見を頂きまして、ありがとうござ

いました。以上をもちまして、第２回の第三者委員会を閉会させて頂きたいと思い



ます。どうもありがとうございました。


